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国立市教育大綱 

 

国立市長 永見理夫 

 

国立市は、「人間を大切にする」という基本理念を一貫して持ち続けており、「国立市人権を尊重し多

様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」の基本理念であるソーシャル・インクルージョンの考え方

に基づき、福祉や子ども分野をはじめとしたあらゆる市政の分野において施策の展開を図っているとこ

ろである。 

教育の分野では、これまでも文教都市として、その名に恥じぬよう教育施策の向上と充実に努力を積

み重ねてきており、多様な教育課題の解決に当たっている。 

そのような状況の中、特に学校教育においては、ソーシャル・インクルージョンの理念の下、しょう

がいのある子どもや外国にルーツのある子ども、家庭環境や生活上の課題を抱える子ども等を含めた全

ての子どもが、共に学び合う中で互いの多様性を認め支え合う教育活動を推進し、諸課題に取り組むこ

とを期待する。国立市で育った子どもたちは、自分の考えをしっかり持ちながらコミュニケーションを

取り、他者を尊重し、多様性を認め、共感力を持ってコミュニティの一員として生きていける、そんな

人間力を高める人づくりを進めていただきたいと考える。 

上記のことを踏まえつつ、先人たちが築き上げてきたこの文教都市くにたちを守り、育て、さらに発

展させ、子どもたちに確かな未来を残していくために、市行政の責任者である市長として、学校教育と

の関連では「子どもを産みたいまち、子どもを育てたいまち くにたち」の実現に向けて、生涯学習との

関連では「文化と芸術が香るまち くにたち」の実現に向けて、国立市教育委員会と連携、協力のもと、

次の点において文教都市国立の教育施策の推進を図りたく、教育大綱として定めるものである。 

 

記 

 

１ 「２４時間安心安全のまち くにたち」、「子どもを産みたいまち、子どもを育てたいまち 

くにたち」の実現のために、福祉と教育の連携を強化する。特に発達障害児（者）への継続的

支援、幼児教育を受けての小学校教育の充実、ニーズに応じた安心安全な放課後等の居場所の

確保、不登校・ひきこもり・ニート等の青少年自立支援等において福祉、学校教育、社会教育

との連携を強化する。 

 

２ 子どもの将来が、その生まれ育った環境によって左右されることのないよう教育の機会均等

を図り、学力向上、体力向上の取り組みを推進し、子どもたちの確かな学力と健やかな身体を

養い、自ら考え、生きる力を育む教育を推進する。 

 

３ 世界を舞台に活躍するグローバル人材を育成するため、子どもたちの語学力、コミュニケーシ

ョン能力の育成を中核に、主体性、チャレンジ精神の育成などのグローバル化に対応した事業・

教育を推進する。 

 

４ しょうがいのある児童・生徒もしょうがいのない児童・生徒も同じ場で共に学び、相互に成長

できるフルインクルーシブ教育を目指す。併せて、児童・生徒が持つ能力を最大限発揮できるよ

う個別支援のための環境整備を進める。 



2 

 

５ 子どもたちの人権尊重精神を養い、いじめをなくし、互いの多様性を認め合い、あらゆる人々

の人権についての理解を深め、自他の生命を大切にする教育を推進する。 

 

６ 平和の尊さを知り、日本及び世界の恒久平和を希求し、貢献する心を育むため、平和関連事業

と連携した平和教育を実践する。 

 

７ 地球や身の回りの自然環境の大切さを知り、地球・自然環境の保全に関心を培うため、豊かな

自然や身近な地域の中での様々な体験活動を通じて、自然に対する豊かな感受性を育み持続可能

な社会の担い手となれるよう、環境教育を推進する。 

 

８ 「持続可能なまち くにたち」の実現のために、教育施設を中心とした市有施設のストックマネ

ジメントを行うことにより、安定的な黒字財政を堅持しつつ、学校、給食センターをはじめとす

る老朽化した学校教育施設環境を改善する。 

特に学校の建て替えにおいては、地域社会の一員である学校が、地域の教育拠点にとどまらず、

地域の核として、防災、コミュニティ等の拠点機能も果たすことを視野に据えて検討を進める。 

 

９ 既存の学校施設については、子ども達の安心・安全確保、学習環境向上のため、校舎の非構造

部材の耐震化、体育館へのエアコン設置、トイレ環境の改善などを、将来の建て替えを見据え計

画的に取り組む。 

 

10 先人たちが築いた国立の歴史や伝統文化に触れる機会を提供し、子どもたちが、郷土について

理解を深め、誇りを持ち、国立の歴史や伝統文化を後世に引き継いでいけるような施策を展開す

る。 

 

11 「個性ある賑わいと自然の共生したまち くにたち」、「文化と芸術が香るまち くにたち」を実

現するために、「国立市文化芸術条例」及び「文化芸術推進基本計画」に基づき、旧国立駅舎の活

用や本田家住宅の保存・活用、くにたちアートビエンナーレの実施等、文化芸術の継続的な振興

を計画的に展開するとともに、「生涯学習振興・推進計画」に基づき、生涯学習情報の収集・発信

等を行い、市民の生涯学習活動を支援する取り組みの推進を図る。 

 

12 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会で得たスポーツとのつながりを継続する

とともに、設立された地域スポーツクラブなどの様々な団体と連携し、市民がスポーツに親しめ

る施策を展開する。 

 

以上 


